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企画課自立支援振興室 

 

「ＮＥＴ１１８」の導入について（周知依頼） 

 

障害保健福祉行政の推進につきましては、平素より御尽力を賜り、厚く御礼

申し上げます。 

本年１１月１日より、海上保安庁では聴覚障害者・言語機能障害者がスマー

トフォン等での入力操作により、海上保安庁への緊急時の通報が可能となる「Ｎ

ＥＴ１１８」の運用を開始いたしました。 

「ＮＥＴ１１８」は、聴覚障害者・言語機能障害者が円滑に緊急通報を行う

ための有効な手段であることから、貴職におかれましては、別添の内容につい

て聴覚障害者・言語機能障害者や関係団体へ周知いただき、「ＮＥＴ１１８」の

利用促進にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

なお、各都道府県におかれましては、管内市町村に周知方お願いいたします。 

 

 

 

 

 【問合せ先】 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

企画課自立支援振興室 情報・意思疎通支援係 

TEL  03-5253-1111（内線 3076） 

FAX  03-3503-1237 


